
日南町告示第３号

令和４年第１回日南町議会臨時会を次のとおり招集する。

令和４年１月14日

日南町長 中 村 英 明

記

招集年月日 令和４年１月19日

招 集 場 所 日南町役場庁舎 議場

付 議 事 件

１．工事請負契約の変更について（林道船通山線落石対策工事（２工区））

２．日南町税条例の一部改正について

３．過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

４．令和３年度日南町一般会計補正予算（第７号）

○開会日に応招した議員

大 西 保君 岩  昭 男君

櫃 田 洋 一君 久 代 安 敏君

近 藤 仁 志君 荒 木 博君

古 都 勝 人君 岡 本 健 三君

坪 倉 勝 幸君 山 本 芳 昭君

○応招しなかった議員

な し
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令和４年 第１回（臨時）日 南 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和４年１月19日（水曜日）

議事日程（第１号）

令和４年１月19日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 工事請負契約の変更について（林道船通山線落石対策工事（２工

区））

日程第４ 議案第２号 日南町税条例の一部改正について

日程第５ 議案第３号 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正

について

日程第６ 議案第４号 令和３年度日南町一般会計補正予算（第７号）

日程第７ 議員派遣の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 工事請負契約の変更について（林道船通山線落石対策工事（２工

区））

日程第４ 議案第２号 日南町税条例の一部改正について

日程第５ 議案第３号 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正

について

日程第６ 議案第４号 令和３年度日南町一般会計補正予算（第７号）

日程第７ 議員派遣の件

出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 岩  昭 男君

３番 櫃 田 洋 一君 ４番 久 代 安 敏君

５番 近 藤 仁 志君 ６番 荒 木 博君

７番 古 都 勝 人君 ８番 岡 本 健 三君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）
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欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 花 倉 幸 江君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

総務課長 木 下 順 久君 建設課長 財 原 積君

住民課長 淺 田 雅 史君 農林課長 坂 本 文 彦君

福祉保健課長 渡 邊 輝 紀君

議長挨拶

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

開会に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。

令和４年の初議会が招集され、全議員の御出席をいただき開会できますことは、慶賀

の至りに存じます。

さて、数日前から鳥取県内でも新型コロナウイルス感染者数が急増する事態になって

おりますが、町では１７日から第３回目のワクチン接種が始まりました。スムーズな追

加接種予約ができるよう対応をお願いいたします。

本日は、この新型コロナ対策の補正予算や条例改正等が上程をされておりますので、

十分な御審議をお願いいたしますとともに、今年１年、議会運営に格別の御理解と御協

力を賜りますようお願いを申し上げ、開会の挨拶といたします。

午前９時００分開会

○議長（山本 芳昭君） ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令

和４年第１回日南町議会臨時会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

タブレットの報告書ファイルをお開きください。

地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に出席を求めた者は、１ページのとお

りです。

本町の監査委員から、令和３年１２月１７日及び令和４年１月１８日付をもって、地

方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報告がありました。

２ページから２３ページのとおり報告します。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名
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○議長（山本 芳昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、４

番、久代安敏議員、５番、近藤仁志議員の２名を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日と

決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） ここで、執行部からの発言が求められていますので、これを許

します。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和４年の最初の臨時議会ということで、開会に当たりまして、

一言御挨拶をさせていただきたいと思います。

改めて、新年明けましておめでとうございます。町民の皆様、議員各位におかれまし

ては、健やかな新年を迎えられたこととお喜び申し上げたいというふうに思います。

早速ですが、コロナの関連の件でございます。

御案内のように、全国的に日に日に新規感染者が急激に増加しておりまして、昨日は

全国で３万人の感染者という報告があっております。山陰地方におきましても現在拡大

している最中でありますし、蔓延防止等の重点措置の都道府県のほうも日に日に増えて

きている状況があります。オミクロン株の感染力の強さを感じているところでございま

す。

本町では、先ほど議長のほうもお話がありましたけれども、第３回目のワクチン接種

のほうを高齢者の方から１月の１７日から開始している状況であります。予約のほうは

既に埋まっているというふうに聞いております。国のほうは、感染拡大が急速になって

いることによりまして、当初、ワクチン接種２回目終了時より８か月の間隔を空けてと

いうことでありましたけれども、３回目の接種体制を前倒しする方針が示されておりま

す。本町におきましても、今後、ワクチンの供給量でありますとか提供する日程あたり

を鑑みまして、早期接種体制に向け、見直しをしていきたいというふうに考えておりま

す。

今回のオミクロン株の特徴としましては、現時点におきましては、感染力が強い、あ

るいは発熱、喉の痛み、せきなどの風邪症状に似ていることでありますとか、あるいは

無症状というような方もおられまして、特に１０代から３０代の年齢層が多いというふ
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うに公表されております。小学校等でもクラスターが発生しておりまして、臨時休校も

出ておる状況であります。改めて感染予防の対策をこれまでと同様に徹底していただき

たいということをお願いをしたいと思いますし、また、オミクロン株が流行している現

状におきましては、県外との不要不急の往来につきましては、当面控えていただきたい

ということをお願いをしたいと思います。さらに、第３回目の接種につきましても、積

極的に接種対応を考えていただきたいというふうに思っております。

また、関連する報告としましては、役場庁舎内での分散の勤務でありますとか、保健

師の派遣を進めていきたいというふうに思っております。

さらに、今後、感染拡大や医療の逼迫などの状況に応じては、さらなる役割を担って

いくことも想定しておるとこでございます。

少しお話が替わりますが、関連ではありますが、昨年末の国からの地方創生臨時交付

金でございますが、 ７４９万 ０００金の内示がありました。本日もありますが、感 

染予防だとか経済対策のほうに政策を打っていきたいというふうに思っております。

話が替わりますけれども、報告的なことでございますが、国のほうから地域づくり関

連の表彰の内報をいただいております。町営の林業アカデミーによります人材育成であ

りますとか、Ｊ－クレジットの関連で脱炭素社会実現の取組が評価されたものと考えて

おります。正式にはまた改めて御報告をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。

終わりになりますけれども、本臨時会に工事請負契約の変更１件、条例の一部改正が

２件、補正予算のほうを１件、上程をさせていただいております。御承認賜りますよう

お願い申し上げまして、開会に当たっての私からの御挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いします。

・ ・

日程第３ 議案第１号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイル２ページをお開きください。

日程第３、議案第１号、工事請負契約の変更について（林道船通山線落石対策工事

（２工区））を議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１号、工事請負契約の変更について、林道船通山線落石

対策工事の２工区であります。次のとおり、工事請負契約を変更することにつきまして、

地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございま

す。

内容としまして、工事名ですが、林道船通山線落石対策工事（２工区）であります。

変更の理由ですが、出来高精算による変更ということで、具体的な内容につきましては、

堆積層部用のアンカーの増嵩等が主な内容であります。
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変更契約の金変でございますが、契約金変が ８５６万 ８００金を ２９１万 ９   

００金とする変更の内容であります。増変は４３５万 １００金でありまして、００税

込みの金変でございます。

契約の相手方ですが、鳥取県日野郡日南町湯河４６９番地、有限会社坪倉組代表取締

役、坪倉一夫です。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第３、議案第１号、工事請負契約の変更について（林道船通山線落石対策工事

（２工区））の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第２号 及び 日程第５ 議案第３号

○議長（山本 芳昭君） タブレット３ページから５ページ。

日程第４、議案第２号、日南町税条例の一部改正について、日程第５、議案第３号、

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、以上、条例

の一部改正関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第２号、日南町税条例の一部改正について。次のとおり、

日南町税条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、特定非営利活動法人未来が、倉吉にある事業所ですが、寄附金税変の控

除の対象として指定されましたので、町条例にも同法人を追加するものでございます。

施行期日ですが、公布の日からであります。

続きまして、議案第３号、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部改正についてでございます。次のとおり、過疎地域における固定資産税の課税免除に

関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によ
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りまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、日南町過疎地域持続的発展計画が策定されたことに伴いまして、製造業、

情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の事業者がその事業の要する対象設

備の取得等をした場合におきまして、課税される固定資産税を３年間に限り免除するた

めに必要な事項を定めるものでございます。

施行期日は公布の日からでございます。

どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

質疑のときは、議案番号をお示しの上、質疑願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は、議案ごとに行います。

日程第４、議案第２号、日南町税条例の一部改正についての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第２号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第５、議案第３号、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部

改正についての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第３号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第４号

○議長（山本 芳昭君） タブレット６ページから。

日程第６、議案第４号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第７号）を議題としま

す。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第７号）で

ございます。令和３年度日南町の一般会計補正予算（第７号）の説明をさせていただき

ます。

歳歳歳出予算の総変に歳歳歳出それぞれ２歳 ４０７万 ０００金を追加し、歳歳歳 

出予算の総変を歳歳歳出それぞれ７２歳 ７９７万 ０００金とする内容でございます。 

具体的な補正内容ですが、歳歳のほうでございますが、まず、歳歳のほうの国庫支出

金ですが、１歳２２４万 ０００金でございます。住民税の非課税金金等の臨時特別給

付金事業の補付金の皆増でございます。 ２２３万 ０００金を見込んでおります。１ 

０分の１０の国０の対応です。

また、子育て金金の臨時特別給付金の事業補付金ということで、２回目の分の内容で

ございます。 ０００万 ０００金を予定させていただいております。同じく１０分の 

１０の国０でございます。

続きまして、県支出金ですが、１歳 ４００万ということで、木材産業続続力強続対

策事業補付金の皆増ということで ０００万金ち策うど、続きまして、県道の除策の委

託０の増ということで、 ４００万金を見込んでおるとこでございます。

繰歳金ですが、 ７８３万 ０００金ということで、不足する財繰に繰てる財政繰繰 

基金繰歳金の増を見込んでおるところでございます。

歳出ですが、総務０の中の一般歳理事務ということで、 ２２３万 ０００金を見込 

ませていただいております。国の補正によります住民税の非課税金金等に対する臨時特

別給付金給付事業に係る必要経０ということで見込ませていただいております。なお、

参考に申し上げますと、非課税金金が７７０金金、家計の急変金金３０金金ということ

を見込ませていただいて、１金金当たりの１０万金を計上をさせていただいております。

民生０ですが、民生一般歳理事務ということで ９８４万 ０００金、子育て金金民 

の臨時特別給付金の給付事業の２回目ということで、１金金当たりの５万金ということ

であります。あわせて必要経０を計上させていただいておるとこです。

続きまして、農林水産業０の中の林業一般歳理事務ということで、 ０００万ち策う

どです。株式会社オロチにおけます単板接着機械ということで、名称がスカーフコンポ

ーザーという名称だそうですが、これの機械の更新に伴う付成金であります。

続きまして、続木０ですが、道続続持歳理事業ということで、１歳 ２００万金ち策

うどです。当初の見込みを上回ります降策によります除策の委託料を増変する内容でご

ざいます。ちなみに、１２月からの降策の実績、あるいは１月の１４日までの実績を加

味しまして、これからの１月末の、あるいは２月、３月の見込みを従来の形の中で積算

した中でしえますと、総変が２歳 １００万金を見込ませていただいておりますので、

現予算であります１歳 ０００万金との現変、不足分を今回補正をさせていただく内容

でございます。
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説明のほうは以上で終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を行います。

質疑は、１６ページからの補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに行います。

初めに、１７ページ、総務課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１８ページ、福祉保健課について質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 予算についてはいいんですが、ち策っと１点、確認した

いことがございまして、今日の新聞なんですけども、１０万金の支給で、今日の新聞に

よりますと、離婚家庭、９月以降、全国でトラブルいうんですか、離婚した場合にシン

グルマザーはお子さんがもらえないというような事例があるということで、対象が２万

０００人おられるということですが、日南町としてはそのような対象、０人の０ライ

バシーもありますけども、ないことはいいと思うんですが、今回３９５名の方が対象に

なっておりますが、そのような９月以降に、ち策っとそれは０ライバシーあるかも分か

りませんけども、離婚しておれば、元の旦那さんのとこにこうだがということで行くと

いう話になっておりますが、その辺は、福祉保健課のほうではつかんでおられるでし策

うか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 今回の給付金につきましては、対象外となるという方

についてはないというふうに把握をしております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１９ページ上段、農林課について質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） これも予算とかそういった執行については聞きましたの

で問題ないんですが、説明のときに、３台のうち１台更新と聞いておりますが、あと２

台については十分稼働していけるのか、あと何年ぐらい稼働ができるのか、要するに耐

用年数過ぎても上手に使えば長くいけると思うんですが、その辺の見通しはどうなんで

し策うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 失礼します。ほか２台まだ残っているということを前回説

明させていただきまして、それにつきまして、製造工程の中で一番使うコンポーザー、

機械がこちらのものということになっておりまして、造る製造のものを、最終的な製品

を分けて製造されておりまして、一番使う今回更新する一番古いものなんですけども、

２００８年に導歳したものについては今年度更新したいということで、それ以外の機械

についての更新計画については伺っておりますけども、確認をしてみましたけども、ま

だ今のところ喫緊に更新するというようなお話は聞きませんでした。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。
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○議員（１番 大西 保君） 参考にお聞きしたいんですが、これは新規のいい設備を

購歳されますが、これの減価償却というんですか、耐用年数、償却年数は何年と見てさ

れておるのか、もし御存じでしたら教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 機械というとこになりますので、７年の償却というふうに

聞いております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ち策っともう１点だけ。オロチさんも大変忙しくて、経

営状態も、今、大変いい状況になっておりますが、こういった設備、１歳 ０００万で

すので、７年償却となると、これは定変償却するわけでし策うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） すみません。定変法等のとこまでは、すみません、確認は

しておりません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） というのは、大変決算上見ても、バランスシート、それ

から貸借対照表、損益計算書を見ても、固定資産０用が年間９０万金となっておるので、

今回あえて固定資産償却としての相当０ラスがあると思うんです今。１歳 ０００万で

７年償却でいうと、単７に定変法でいきますと ５００万ぐらい増えるわけですけども、

そういった意味で、経営の面も見ながらつかんでいただいたほうがいいと思うんですが、

どうでし策うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） おっしゃるとおり、今、償却資産のほうが減っておりまし

て、このたびようやく機械の更新に歳られたということになります。今後の経営のこと

もありますので、償却の方法等についてはまた確認をさせていただきたいというふうに

思います。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 先日の全員協議会で、このスカーフコンポーザーを更新

することによって、⒈１倍の生産増が見込めるということだったんですけれども、これ

はあくまでもスカーフ工程が⒈１倍になるということで、全体としては、これ、スカー

フ工程は単板の工程と０レスの工程の間の工程なので、全体としての生産量にはあまり

影響がないという、そういう理解でよろしいでし策うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 基本的には全体の生産量を上げるということが事業の条件

というふうになっておりますので、事業としましては、生産量といいますか、木材使用

量を上げるというような補付事業になっておりますので、木材の使用量を⒈１倍を目途

に計画をするというような事業内容になっております。
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○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ごめんなさい。ただ、今、かなりオロチさんはフル操業

のような状態だと思いまして、そうすると、多分０レス機もほとんどフル操業のような

状態をしていて、そこが生産に関しては支配的な要素になるので、どういう形で生産量

をさらに上げていくという形になるんでし策うか。労働力を、スカーフ工程を速くする

ことで、その分スカーフ工程に係る人員が少なくなると、スカーフ工程を休めることが

できるというのは分かるんです。だから働いている方に少しでも余裕を持たせるために

導歳するというのは分かるんですけれども、だから別に導歳するのに反対しているわけ

じゃないんですけれども、生産量としてはほとんど変わらないと思うんですけど、最終

製品の生産量としては、その辺はどうなんでし策うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） おっしゃるとおり、１つの機械を更新するだけですので、

全体のということはあるかと思いますけども、基本的にはここを替えることで、人の労

力の軽減にもなるというとこで、ほかに回すこともできるということも出てくるかと思

いますし、全体の生産量を上げるということでなければ事業自体が成立いたしませんの

で、生産量全体は少なからず上げるということで、そこの中でさらに木材使用量につい

ては事業上⒈１倍を目指すというようなところで、生産量自体も増やすという計画にな

っているというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。ち策っと補付金の体系としてそうなって

いるのかもしれないんですけれども、非常に大変な状況だと思いますので、あまり無理

のない範囲で、働いている方に負担のかからない範囲でち策っとその辺はやっていただ

ければという……。

○議長（山本 芳昭君） 岡本議員、質疑の内容をもう一度お願いします。

○議員（８番 岡本 健三君） 結構です、そしたら。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１９ページ下段、建設課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第６、議案第４号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第７号）の討論を許し

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議員派遣の件

○議長（山本 芳昭君） 日程第７、議員派遣の件を議題とします。

今後予定されています議員派遣の件については、タブレット２０ページのとおりです。

お諮りします。議員派遣について、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、２０ページの

とおり決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。本臨時会に付議された案件は以上をもって全て

議了しました。これをもって会議を閉じ、閉会としたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、令和４年第１回日南町議会臨時

会の会議を閉じ、閉会とします。御協力ありがとうございました。

午前９時３１分閉会
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